
「市政のひろば」つしま2019.11 6

１１月は国民年金月間です

　国は、毎年11月を「ねんきん月間」、11月30日を「年金の日」と定め、年金制度のしくみ、保険料のご案内などを国民の
皆さんに積極的に呼びかけ、公的年金制度への参加意識を持っていただけるように取り組んでいます。

国民年金の大きな特徴・利点

保険者は国
年金額の一部を国が負担
物価スライド制
老齢基礎年金は終身保証
全額社会保険料控除の対象
障害基礎年金・遺族基礎年金

国が責任をもって制度を運営するため、安定した年金です。
私的年金にはない、国の負担があります。
物価が変動しても、それに応じて年金額は実質的価値が保障されます。
生涯にわたって年金が受けられます。
確定申告の際、全額社会保険料控除の対象になります。
けがや死亡など、万が一のときにもあなたや家族を守ります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・
・・・・

国民年金の種類は3種類
　日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満のすべて
の方は、公的年金に加入することが法律で義務付けら
れています。加入者は、職業などにより次の3種類に分
かれ、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違い
ます。転職、結婚等で種別が変わる場合は、2週間以内
に手続きしてください。
第1号被保険者　　
　自営業、学生、無職の方(第2号被保険者･第3号被保
　険者に該当しない方)
第2号被保険者　　
　厚生年金･共済組合に加入している方
第3号被保険者　　
　会社員や公務員の方(第2号被保険者)に扶養されて
　いる配偶者

保険料の各種免除制度について
　第1号被保険者で所得の減少や失業等により経済
的に保険料の納付が困難な場合、本人が申請すると
前年の所得を審査の上、保険料が免除される制度です。
また、学生には学生納付特例制度があります。所得
の審査対象者および内容は右表のとおりです。

　インターネットでご自身の年金加入記録や将来の年
金受給見込み額を閲覧できます。日本年金機構のホー
ムページからお申し込みください。

年金事務所での相談や手続きについて
　年金事務所での年金相談や手続きの際は、予約
相談をご利用ください。相談者の都合に合わせて相
談できるほか、相談内容にあった職員が対応します。

予約受付専用電話　☎0570-05-4890
　予約受付専用電話の受付時間は平日（月～金曜
日）午前8時30分～午後5時15分です。
※予約の際は、基礎年金番号がわかるものを準備し
　てください。

国民年金の保険料の納め方
第1号被保険者
・日本年金機構(年金事務所)から送付される「納付案
　内書」で直接金融機関またはコンビニエンスストア
　等で納めてください。
・保険料は、月額16，410円(令和元年度)です。
・口座振替のお申し込みは、ご利用の金融機関で手
　続きしてください。
・まとめて前払いすると、割引が適用される前納制
　度があります。
第2号被保険者
　勤務先で給料から天引きされます。
第3号被保険者
　配偶者が加入している年金制度から拠出金として支
　払われます。

種別

全額免除

半額免除

4分の3免除

4分の1免除

学生納付特例

納付猶予制度

本人
配偶者
世帯主

本人

本人
配偶者

0

8,210

4,100

12,310

0

0

納付額
（円）

所得審査
対象者

受給資格
期間

年金額
への反映

追納
期間

10年算入
される

される

されない

ねんきんネットについて

※4分の3･半額･4分の1免除に該当した場合、納付部
　分を納めないと未納期間となります。
※国民年金の保険料は、通常、2年間納付しないと「時
　効」として処理されますが、免除が承認された期間
　に関しては、10年間はさかのぼって追納できます。
　ただし令和2年3月31日までに追納する場合、平成29
　年4月より古い期間は、法令で定められた加算額が
　付加されます。
※納付猶予制度･学生納付特例制度は、納付を猶予す
　る制度であるため、年金受給額を満額に近づけるた
　めには、10年以内に追納してください。

☎24-1114
中村年金事務所　☎052-453-7200
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街頭啓発キャンペーン

　あなたの連絡･相談が子どもを守るとともに、子育て
に悩む保護者を支援するための大きな一歩となります。
あなたにできる防止対策
・まわりの子どもに関心を持ってください。
・自分の周囲で虐待が疑われる事実を知ったら、ためら
　わず通報してください。
問合･相談先
　家庭児童相談室　☎24-0350
　子育て支援課子育て支援Ｇ　☎24-1121
　海部児童･障害者相談センター　☎25-8118
　児童相談所全国共通ダイヤル　☎189（いちはやく）

　11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です。犯罪被害者は、被害後に生じるさまざまな問題（身体不調、経済
的困窮など）に苦しめられています。犯罪防止や犯罪被害者の方のために何ができるかを考えていきましょう。
被害相談　
　警察では各種相談窓口を開設し、犯罪被害者からのさまざまな相談に応じています。

犯罪被害給付制度
　故意の犯罪行為によって家族を亡くされたご遺族、重傷病を負ったり後遺障害が残った被害者の方に対して、何らか
の公的救済や加害者側からの損害賠償を十分に受けることができない場合に、国が給付金を支給する制度です。
　詳しくは、警察署または警察本部住民サービス課にお問い合わせください。
問合　津島警察署警務課　☎24-0110

　青少年の健全な育成には、社会全体の責務として
「青少年は地域社会からはぐくむ」という意識を全ての
市民が持つことが重要です。
　この機会に、子ども･若者を取り巻く環境を大人自身
も振り返り、子ども･若者が社会の一員として自立し、活
躍していくことができるよう、支援の輪を拡げていきま
しょう。

日時　11月14日㈭　午後3時30分
場所　ヨシヅヤ津島本店
主催　県、県青少年育成県民会議、市青少年問題協議会
問合　市青少年問題協議会（社会教育課生涯学習Ｇ内）
　　　☎55-9421

児童虐待防止推進月間 子ども･若者育成支援県民運動強調月間

11月は・・・

育てよう 自分に勝てる子 負けない子189（いちはやく）　ちいさな命に　待ったなし

警察からのお知らせ～広げよう支援の輪～警察からのお知らせ～広げよう支援の輪～

性犯罪被害110番　

ハートフルステーション･あいち　☎0570-064-810

ふれあいコール　☎052-561-0184

被害少年相談電話　☎0120-7867-70

ストーカー110番　☎052-961-0888

暴力団に対する相談窓口　☎052-951-7700

ハートフルライン　☎052-954-8897

(公社)サポートセンターあいち(民間団体)

性犯罪被害相談
（#8103は一部の通信事業者は有料）終　日

終　日

終　日

終　日

性犯罪被害者のためのワンストップ
支援センター（一宮市）

列車内の痴漢被害相談

犯罪やいじめ等の
少年の被害に関する相談

ストーカー被害に関する相談

暴力団に対する相談

犯罪被害者のための心の悩み相談

犯罪被害等に関する相談

月～土曜日（祝日を除く）
午前9時～午後8時

月～金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

月～金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時
月～金曜日（祝日を除く）
午前7時30分～午後10時

午前10時～午後4時（全国共通ナビダイヤル）

相談窓口名・電話番号 受 付 時 間 内　容

☎052-232-7830 ☎0570-783-554（全国共通ナビダイヤル）

☎0120-67-7830 
#8103(短縮ダイヤル）
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住宅用火災警報器は付いていますか？

いざという時に作動しますか？

　県は、皆さんの地震防災に関する理解を深めてい
ただき地震防災活動のより一層の充実を図るため、
毎年11月の第2日曜日を「あいち地震防災の日」と定
めています。
　この機会に、いざという時に慌てず行動ができる
よう家具の固定の状況、食料、水、医薬品等の備蓄物
資、防災用具の点検、避難場所の位置および避難経
路や家族間の連絡方法の確認などをしておきまし
ょう。
　防災は、「自分の身は自分で守る」が基本です。一
人ひとりができることから始めて、いざという時に備
えましょう。
※指定避難所･避難場所･一時避難場所、非常持ち 
　出し品チェックリストなど、市ホームページ（安心･
　安全→防災）もご覧ください。
問合　危機管理課危機防災Ｇ
　　　☎55-9594

後部座席でもシートベルト、「カチッと！」ね
　後部座席でシートベルトを着用しないと、交通事故に
遭った場合、自分自身への大きな被害、車外放出、前席同
乗者への加害などの危険性があります。後部座席でのシ
ートベルトの着用は、同乗している家族や友人の大切な
「命」を守ります。シートベルトは命綱 ！   車に乗ったら、ま
ず全員がシートベルトをカチッと締めましょう。
抱っこでは守れない　子どもの命
　時速40㎞で衝突時、子どもの体重は実際の約30倍にも
相当します。これでは、大人がどんなに力持ちでも「抱っ
こ」で支えることはできません。
子どもを事故から守るのは、大人の責任です
　チャイルドシートは習慣づけることが大切です。また、    
正しく取り付けられているかどうかを確認してください。
正しく取り付けていないと効果が薄れて、重大な事故に
つながるケースもあります。
問合　市民協働課交通防犯Ｇ　☎55-9298

ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心
　この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、市民の皆さんの火災予防の一層
の普及を図り、火災の発生を防止し、死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐこ
とを目的としています。

住宅火災　いのちを守る　習慣と対策
4つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用　
　する。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
・このくらいなら良いと油断しない。
4つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置す
　る。
・出火延焼防止のために、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、消火器等を備える。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所
　の協力体制をつくる。

　一般住宅でも住宅用火災警報器の設置および維持が
義務付けられています。住宅用火災警報器は家族や近
所にいちはやく火災発生を知らせてくれるものです。住
宅用火災警報器の作動により、火災を未然に防ぐことが
できた事例が多く報告されています。
　まだ設置していないご家庭は、大切な家族とご自身の
ために住宅用火災警報器を設置しましょう。

　住宅用火災警報器の設置が平成18年6月に義務化さ
れ、そろそろ電池が切れる時期となります。種類によっ
て異なりますが、電池を交換するタイプでは、交換時期
はおおむね10年です。「ボタンを押す」あるいは「ひも
を引く」ことで、警報音が正常に鳴るかどうか確認して
みましょう。設置から10年経過したもの、または警報音
が鳴らない場合は交換しましょう。
　いざという時に正常に作動するように、日ごろからお
手入れや点検を定期的に行いましょう。
設置器具
　煙式の住宅用防災機器（警報器
または報知設備）で、日本消防
検定協会NSマーク入りのもの
を推奨しています。
取り扱い･販売
　家電販売店、ホームセンター、スーパー等の防災グッ
ズ売り場で販売されています。
悪質な訪問販売に注意！
　住宅用防災機器の設置義務化を契機として、不適切
な価格や無理強い販売などを行う業者に注意してくだ
さい（クーリングオフの対象になります）。

問合　消防本部予防課危険物Ｇ　☎23-0419

秋季全国火災予防運動秋季全国火災予防運動

11月10日㈰は「あいち地震防災の日」
11月11日㈪～20日㈬

シートベルト･チャイルドシート着用徹底強化旬間

11月9日㈯～15日㈮

日本消防検定協会NSマーク
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